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　　当法人は、インクルーシブ雇用推進企業等の認証申請に当たり、以下の事項について誓約します。
　　なお、当法人は、静岡市が必要があると認めたときは、本誓約書兼同意書及び現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書若しくはその写しを、静岡市が警察署に提供することに同意します。

　１　次の各号のいずれにも該当し、認証基準を満たしていること。
（１）インクルーシブ雇用を行っていること。
（２）障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和35年法律第123号）第43条の規定を満たしていること。
（３）事業からの収入（国又は地方公共団体若しくは特殊法人が原資を負担している負担金、補助金、交付金、寄附金又は繰出金による収入を除く。以下同様とする。）を主たる財源として運営していること。
（４）労働関係法令を遵守していること。
（５）加入義務のある社会保険に従業員を被保険者として加入させていること。
（６）インクルーシブ雇用に係る優良企業等として、他の企業等へアドバイスを行うなど、市の普及啓発の取組に協力すること。
　２　次の各号のいずれにも該当しないこと。
（１）この要綱に基づく認証の取消しを受けた日から起算して３年を経過しないもの。ただし、第９条の規定に基づき認証辞退を申請して取り消されたときは、この限りではない。
（２）役員等（役員又は支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。）が暴力団員等（静岡市暴力団排除条例（平成25年静岡市条例第11号）第２条第３号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同条第２号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）の配偶者（暴力団員と生計を一にする配偶者で、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。）であると認められるもの
（３）暴力団（静岡市暴力団排除条例第２条第１号に規定する暴力団をいう。以下同じ）、暴力団員等又は暴力団員の配偶者が経営に実質的に関与していると認められるもの
（４）役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団、暴力団員等又は暴力団員の配偶者を利用するなどしたと認められるもの
（５）役員等が、暴力団、暴力団員等又は暴力団員の配偶者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるもの
（６）役員等が暴力団、暴力団員等又は暴力団員の配偶者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるもの
（７）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第２条第　　　１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業又は同条第13項に規定する接客業務受託営業若しくはこれらに類する事業を行うもの
（８）過去５年間に法人として法令に違反する重大な事実があり、そのことを原因として行政処分又は刑事処分若しくはその両方を受けたもの
（９）静岡市税又は国税若しくはその両方を滞納しているもの
（10）事業に必要な許認可を受けていないもの
（11）政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第３条第１項で規定する政治団体又は同条第２項で規定する政党
（12）インクルーシブ雇用を行う事業所が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）の規定による指定障害福祉サービスの指定を受けているもの 
（13）インクルーシブ雇用を行う事業所が、宗教活動を事業の主たる目的としているもの 
（14）その他静岡市がインクルーシブ雇用を推進するに当たり、適切ではないと認められる事業活動等を行っているもの


